
議題第２６号

県立特別支援学校管理運営規則の改正について

１ 改正の理由

県立小林こすもす支援学校の開校に伴い、所要の改正を行うものである。

２ 改正の概要

第３条（通学区域）の表中左欄（学校名）に「県立小林こすもす支援学校」を追加し、

その右欄（区域）に「県下全域」を追加する。

３ 施行期日

令和２年４月１日

４ 改正案
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